
国立大学法人東京医科歯科大学電気工作物保安規程 

 

平成２２年１０月１日  

規 程 第 １ ０ 号  

 

（目的） 

第１条 国立大学法人東京医科歯科大学（以下「本学」という。）における電気工作物の工

事、維持及び運用を確保するため、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４２条

第１項の規定に基づき、この規程を定める。 

 

 （他の法令との関係） 

第２条 本学の電気工作物の保安に関しては、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めの

ある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。 

 

 （保安業務組織） 

第３条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事、

維持及び運用に関する保安業務（以下「保安業務」という。）を執行するための組織構成

は、次に定めるところによる。 

 (1) 保安業務総括管理者 学長 

 (2) 法令及びこの規程に基づく保安業務監督者 主任技術者 

２ 主任技術者は、本学の職員で主任技術者の免状の交付を受けている者のうちから学長

が選任する。ただし，本学職員をもって充てることが困難な場合には，校舎等建物の管

理を委託した管理会社の従業員に主任技術者の業務を委託することができる。この場合

において，受託者には本規程中の主任技術者に関する規定を準用する。 

第４条 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は別表第１による。 

 

 （管理者の義務） 

第５条 第３条第１項第１号の保安業務総括管理者（以下「管理者」という。）は、電気工

作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者

の意見を尊重するものとする。 

 (1) 年度計画に関する事項 

 (2) 重大な事故に関する事項 

 (3) 災害対策に関する事項 

 (4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項 

２ 管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合



には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。 

３ 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるもの

とする。 

 

 （主任技術者の職務） 

第６条 主任技術者は、管理者を補佐し、保安監督の業務を処理する。 

２ 主任技術者の保安監督の業務は、次の事項について行うものとする。 

 (1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。 

 (2) 電気工作物の工事に関すること。 

 (3) 電気工作物の保守に関すること。 

 (4) 電気工作物の運転操作に関すること。 

 (5) 電気工作物の災害対策に関すること。 

 (6) 保安業務の記録に関すること。 

 (7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。 

３ 主任技術者は、電気工作物に係る保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。 

 

 （従事者の義務） 

第７条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者からの保安のため

にする指示に従わなければならない。 

 

 （主任技術者不在時の措置） 

第８条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務を

代行する者（以下「代務者」という。）を指名しておくものとする。 

２ 代務者は、主任技術者が不在時に主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければ

ならない。 

 

 （主任技術者の解任） 

第９条 学長は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合には、解任することができる

ものとする。 

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、保安の確保上不適当と認められたとき。 

(2) 法令又はこの規程に違反し、又はその職務を怠り、保安の確保上不適当と認められ

たとき。 

 

 （保安教育及び訓練） 

第１０条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、必要

な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等につい

て必要に応じ指導し訓練を行わなければならない。 



 （工事の計画及び実施） 

第１１条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な補修工事又は

改良工事について計画し、又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を

求めなければならない。 

２ 工事の実施に当たっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の

監督のもとにこれを施工するものとする。 

３ 工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には

主任技術者がこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。 

 

 （法定事業者検査） 

第１２条 管理者は、法令に基づく使用前自主検査、溶接事業者検査及び定期事業者検査

（以下「法定事業者検査」という）に関し、主任技術者の保安監督のもとに実施し、そ

の工事が工事計画に従って行われたものであること及び電気設備に関する技術基準を定

める省令（平成９年通商産業省令第５２号）で定める技術基準に適合するものであるこ

とを確認し、その結果を５年間保存しなければならない。 

 

 （巡視、点検、測定） 

第１３条 保安業務のための巡視、点検及び測定の基準は別表第２により行うものとする。 

２ 主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成

し、管理者の承認を経てこれを実施するものとする。 

３ 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したとき

は、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時中止し若しくは制

限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。 

 

 （事故発生の防止） 

第１４条 主任技術者は、事故その他異常事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精

密点検を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置しなければ

ならない。 

 

 （運転又は操作） 

第１５条 電気工作物の運転及び操作に当たっては、機器の性能及び取扱い方法を熟知し、

常に安全確実に行わなければならない。 

２ 主任技術者は、電気工作物を安全確実に運転又は操作するため次に掲げる事項につい

て定めておかなければならない。 

(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指揮命令系統

及び連絡系統 

 



(2) 東京医科歯科大学発電所（以下「発電所」という。）、受配電室及び電路等における

監視 

(3) 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領 

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法 

３ 前項の操作の順序及び方法、連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、発電所及び

受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。 

４ しゃ断器、開閉器その他必要なものについては、別に電力会社との間に締結している

ところによる。 

 

 （発電所の長期間運転停止） 

第１６条 発電所の運転を相当期間停止する場合は、次の各号により設備の保全を図るも

のとする。 

 (1) 本体その他主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防塵、防錆、防湿対策を行う。 

 (2) 燃焼装置内の残ガスの処理を確実に行い、災害発生を未然に防止する。 

 (3) 週に一度クランク軸のターニングを行い、異常のないことを確認する。 

 

 （運転の再開始） 

第１７条 発電所の運転を相当期間停止の後、運転を再開始する場合は、所定の点検を行

い、無負荷にて試運転を行った後徐々に負荷をかけて常態確認を行うことにより、保全

の確保に万全を期するものとする。 

 

 （防災体制） 

第１８条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な

措置がとられるよう次に掲げる事項についての体制を整えておくものとする。 

(1) 指揮命令系統及び連絡系統 

(2) 予防対策及び機材の整備 

 

第１９条 主任技術者は、災害発生時において電気工作物に係る保安を確保するための指

揮監督を行う。 

２ 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められたときは、直ちに送電を停止する

ことができるものとする。 

 

（記録） 

第２０条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第３から別表第６に定

めるところにより記録し、これを３年間保存しなければならない。 

２ 電気工作物のうち、変圧器、しゃ断器等の主要電気機器については、前項に定めるも

ののほか、その保修記録を別表第７に定めるところにより記録するとともに、その機器



の使用期間中保存しなければならない。 

 

（責任の分界点） 

第２１条 電気工作物の保安上の責任の分界点は、電気事業者との間に締結された「電気

需給契約書」による。 

２ 発電所と需要設備の分界点は、医科Ｂ棟地下４階電気室内設置の高圧配電盤内断路器

電源側端子とする。 

 

 （需要設備の構内） 

第２２条 本学の需要設備の構内は、別表第８のとおりとする。 

 

 （危険の表示） 

第２３条 主任技術者は、発電所、変電室及びその他高圧電気工作物が設置されている場

所で危険のおそれのあるところには、注意を喚起するため適宜表示しておかなければな

らない。 

 

 （測定器具類の整備） 

第２４条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、こ

れを適正に保管しなければならない。 

 

 （設計図書類の整備） 

第２５条 主任技術者は、電気工作物の増設、改造等が行われた場合における設計図、仕

様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。 

 

 （手続書類等の整備） 

第２６条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文

書又はその写しを、必要期間保存しなければならない。 

 

 （雑則） 

第２７条 この規程に定めるもののほか、電気工作物に係る保安について、必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２２年１０月１日から施行する。 

２ 国立大学法人東京医科歯科大学電気工作物保安規則（平成１６年規則第１８０号）は、

廃止する。 

附 則（平成２３年４月１５日規程第５号） 



 この規程は、平成２３年４月１５日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年３月３０日規程第５号） 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月６日規程第９号） 

この規程は、平成２４年１１月６日から施行し、平成２４年８月１日から適用する。 

附 則（平成２５年５月２９日規程第４号） 

この規程は、平成２５年５月２９日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年４月９日規程第３号） 

この規程は、平成２６年４月９日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年６月１９日規程第７号） 

 この規程は、平成２６年６月１９日から施行し、平成２６年５月１日から適用する。 

附 則（平成２７年５月２１日規程第３号） 

 この規程は、平成２７年５月２１日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則（平成２７年８月１４日規程第４号） 

 この規程は、平成２７年８月１４日から施行し、平成２７年８月１日から適用する。 

附 則（平成２８年７月１日規程第９号） 

 この規程は、平成２８年７月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年７月３１日規程第６号） 

この規程は、平成２９年７月３１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年１０月１８日規程第７号） 

この規程は、平成２９年１０月１８日から施行し、平成２９年１０月１日から適用する。 

附 則（平成３０年７月１９日規程第４号） 

この規程は、平成３０年７月１９日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年６月３日規程第４号） 

この規程は、令和２年６月３日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年９月２２日規程第８号） 

この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日規程第１号） 

この規程は、令和６年４月１日から適用する。



 

別表第１（第４条関係） 

 



別表第 2(第 13 条関係) 

保安業務のための巡視、点検及び測定の基準 

 

項目 

対象 

日常巡視点検手入 定期点検手入 精密点検手入 測定 

No. 周期 点検箇所ねら

い 

No. 周期 点検箇所ねら

い 

No. 周期 点検箇所ねら

い 

No. 周期 測定項目 

受

電

設

備 

Ｃ

｜

Ｇ 

Ｉ 

Ｓ

本

体 

タンク

外部 

1 1週

間 

錆の発生 1 2年 外部取付ボル

トの締付状態 

1 10年 左記項目及び

必要事項 

   

2 1ケ

月 

外観異常  2年 接地端子類の

締付状態 

   

タンク

内部 

      1 必要

の都

度 

遮断部点検(コ

ンタクト、ノズ

ル取替) 

   

2 必要

の都

度 

吸着剤取替 

3 必要

の都

度 

避雷器、外観

アース線 

ガ

ス

系

統 

一般 1 1日 ガス圧、気温 1 2年 ガス補給口、メ

クラブタチェッ

ク 

1 10年 左記事項及び

必要事項 

   

   2 2年 ガス漏れチェッ

ク 

   

温度

補償

圧力ス

イッチ 

         1 6～1

2年 

温度補償圧力ス

イッチの動作テ

スト 

ガ

ス

絶

縁

開

閉

装

置 

本体 1 1週

間 

外観点検、汚

損、亀裂、過

熱、発錆 

1 3年 ボルト、ネジ類

のゆるみの有

無 

1 12年 外部取付ボル

トの締付状態 

1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1週

間 

異常音、異臭

の発生 

2 3年 圧力計の確認 2 12年 必要により吸

着剤の交換 

2 1年 接地抵抗測定 

3 1週

間 

ガス圧の確認 3 1年 ガス漏れ点検 3 12年 必要によりOリ

ングの交換 

3 必要

の都

度 

ガスリーク測定 

4 1週

間 

その他必要事

項 

4 1年 接地線接続部

点検 

4 12年 必要により塗

装 

4 6年 温度補償圧力開

閉器動作値測定 

        

        

  



断路

器、開

閉器 

1 1週

間 

開閉表示器、

開閉表示ラン

プの表示確認 

1 3年 ボルト、ネジ類

のゆるみの有

無 

1 6年 ボルト、ネジ類

のゆるみの有

無 

1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1週

間 

動作回数計の

確認 

2 3年 操作機構可動

部の異常の有

無 

2 6年 操作機構可動

部の異常の有

無 

   

3 1週

間 

異常音、異臭

の発生 

   3 12年 必要により接

点の交換 

   

遮断

器 

1 1週

間 

開閉表示器の

表示確認 

1 3年 ボルト、ナット

類のゆるみの

有無 

1 6年 ボルト、ナット

類のゆるみの

有無 

1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1週

間 

動作回数計の

確認 

2 3年 電磁弁弁座の

異常の有無 

2 6年 電磁弁弁座の

異常の有無 

2 1年 開閉極時間測定

(本体) 

3 1週

間 

異常音、振動

の確認 

3 3年 操作機構可動

部の異常の有

無及び注油 

3 6年 操作機構可動

部の異常の有

無及び注油 

3 6年 油圧力開閉器動

作値測定 

4 1週

間 

ガス圧の確認 4 3年 補助接点、動

作回数計、開

閉表示器の点

検 

4 6年 補助接点、動

作回数計、開

閉表示器の点

検 

4 1年 最低動作電圧測

定 

5 1週

間 

油圧の確認 5 3年 操作用リレー

の異常の有無 

5 6年 操作用リレー

の異常の有無 

   

   6 3年 異常音、振動

の確認 

6 6年 異常音、振動

の確認 

   

      7 必要

の都

度 

油圧ポンプ分

解点検 

その他    1 1年 制御配線その

他低圧配線の

塵埃、汚損、

損傷、過熱、

ゆるみ、断線 

      

2 1年 接地線接続部

点検 

Ｃ

｜

Ｇ 

操作

機構

一般 

1 1日 開閉表示指示

の異常 

1 2年 制御回路配線

端子の締付状

態 

１ 10年 左記項目及び

必要事項 

1 1年 絶縁抵抗測定 



Ｉ 

Ｓ

操

作

機

構 

2 2年 スペースヒータ

ーの断線 

      

3 2年 箱内の結線、

発錆、漏水の

チェック 

4 2年 扉パッキン異

常 

遮断

器操

作機

構(油

圧操

作装

置) 

1 1ケ

月 

油漏れ 1 2年 電磁弁弁座の

異常の有無 

1 必要の

都度 

油ポンプ分解

手入 

   

2 2年 操作機構可動

部の異常の有

無、注油 

2 10年 左記項目及び

必要事項 

3 2年 動作回数表示

器の異常の有

無 

   

4 2年 操作音、振動

などの異常の

有無 

5 2年 操作用各リレ

ーの異常の有

無 

断路

器操

作機

構(電 

   1 2年 操作機構可動

部の異常の有

無 

1 10年 左記項目及び

必要事項 

   

動操

作装

置) 

   2 2年 操作用各リレ

ーの異常の有

無 

      

断路

器接

地開

閉器

用操

作機

構(手

動操

作装

置) 

   1 2年 操作機構可動

部の異常の有

無、注油等 

１ 10年 左記項目及び

必要事項 

   



操作

装置

連結

部

(DS、

ES) 

   1 2年 操作装置連結

部の異常の有

無、注油 

1 10年 左記項目及び

必要事項 

   

ガス絶縁

変圧器 

     日常巡視点検

項目の他 

  定期点検項目

の他本体内部

点検手入 

   

1 1週

間 

変圧器のガス

温度・ガス圧

力 

1 3年 ブッシング外

観・締付端子

締付 

1 必要

の都

度 

内部に異常が

あると判断さ

れた場合に実

施する 

1 異常

発生

時 

巻線の絶縁抵抗

測定 

2 1週

間 

外部からの異

常現象の感知 

2 6年 巻線絶縁測定 2 必要の

都度 

防錆塗装 2 異常

発生

時 

巻線抵抗測定 

   3 6年 ガス漏れ調査    3 異常

発生

時 

巻線比の測定 

    4 6年 ガス圧力計・

圧力開閉器の

チェック 

   4 異常

発生

時 

励磁電流測定 

5 6年 タンク・冷却装

置外観 

   5 異常

発生

時 

ガス中の水分量

の測定 

誘電正接測定 

6 6年 指示計器・保

護継電器 

   6 3年 ガスの成分分析 

7 6年 締付部並びに

弁のゆるみ 

      

8 6年 タンク 

配

電

設

備 

断路器 1 1週

間 

受と刃の接触

過熱、変色、

ゆるみ 

1 1年 受と刃の接触

過熱、変色、

ゆるみ、荒れ

具合 

   1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1週

間 

汚損、異物付

着 

2 1年 フレ止め装置

の機能 

  



遮断器 1 1週

間 

外観点検、汚

損、きれつ、過

熱、発錆、損

傷 

1 1年 各部の損傷、

腐食、過熱、

発錆、変形、

ゆるみ 

1 6年 

 

遮断速度測定

(開極投入時

間、最小動作

電圧および電

流の測定を含

む) 

 

1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1週

間 

指示、点検 2 1年 操作具合、機

構 

2 6年 真空度測定 2 1年 接地抵抗測定 

3 1週

間 

その他必要事

項 

3 1年 付属装置の状

態 

   3 必要

の都

度 

必要により動作

特性 

   4 1年 接地線接続部       

 母線    1 1年 母線の高さ、

たるみ、他物と

の離隔距離、

腐食、損傷、

過熱 

   1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1年 接続部分、ク

ランプ類の腐

食、損傷、過

熱、ゆるみ 

3 1年 がいし類、支

持物の腐食、

損傷、変形、

ゆるみ 

配電用変

圧器 

1 1週

間 

本体の外部点

検、汚損、振

動、音響、温

度 

1 1年 各部の損傷、

腐食、発錆、

ゆるみ、汚損 

1 5～10

年 

内部について

点検（コイル、

接続部リード

線、鉄心その

他各部） 

1 1年 絶縁抵抗測定 

   2 1年 接地線接続部    2 1年 接地抵抗測定 



計器用変

成器 

1 1週

間 

外部の損傷、

腐食、発錆、

変形、汚損、

音響、ヒューズ

の異常 

その他必要事

項 

1 1年 外部の損傷、

腐食、接触、

発錆、ゆるみ、

変形、きれつ、

汚損、ヒューズ

の異常 

   1 1年 絶縁抵抗測定 

   2 1年 接地線接続部 2 1年 接地抵抗測定 

避雷器 1 1週

間 

外部に損傷、

きれつ、ゆる

み、汚損 

1 1年 外部に損傷、

きれつ、ゆる

み、汚損、コン

パウンドの異

常 

  

 

 

 

1 1年 絶縁抵抗測定 

   2 1年 接地線接続部    2 1年 接地抵抗測定 

配電盤 1 1週

間 

計器の異常、

表示灯の異常 

1 1年 裏面配線の塵

埃、汚損、損

傷、過熱、ゆる

み、断線 

1 2年 各部の損傷、

過熱、ゆるみ、

断線、接触、脱

落 

1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1週

間 

操作、切替開

閉器などの異

常 

 

2 1年 接地線接続部 2 2年 端子配線符号 2 1年 接地抵抗測定 

  その他必要事

項 

     

 

 

 

3 1年 保護継電器の動

作特性 

4 1年 シーケンス試験 

電力用コ

ンデンサ

ー及びリア

クトル 

1 1週

間 

本体外部点

検、汚損、音

響、振動 

1 1年 外部の損傷、

腐食 

  

 

 

 

1 1年 絶縁抵抗測定 

蓄電池 1 1週

間 

電圧計確認 1 6ケ

月 

架台・外箱の

汚れ、損傷 

1 1年 実負荷点検 1 6ケ

月 

比重測定 

   2 6ケ

月 

電槽・蓋の亀

裂、損傷及び

栓体・パッキン

の損傷 

2 1年 接続部の締付

確認 

2 6ケ

月 

各電池の電圧測

定 

3 6ケ

月 

負荷容量の変

化 

3 1年 継電器類の動

作確認及び調

査 

3 6ケ

月 

整流器の電圧電

流測定 



      4 1年 絶縁抵抗測定 

ケーブル 1 1ケ

月 

ヘッド、接続

箱、分岐箱な

ど接続部の過

熱、損傷、腐

食 

標識、他物と

の離隔距離 

1 1年 ケーブル腐

食、亀裂、損

傷 

   1 1年 絶縁抵抗測定 

負

荷

設

備 

電動機そ

の他回転

機 

1 1日 運転者が音

響、回転、過

熱、異臭、給

油状況などに

ついて注意す

る 

1 3ケ

月 

音響、振動、

温度 

1 必要

の都

度 

温度上昇等を

考慮し内部分

解点検、コイ

ル、軸受、通

風、付属装置

などの手入れ 

1 

 

1年 絶縁抵抗測定 

2 1週

間 

整流子、刷子

集電環 

2 1年 各部の汚損、

ゆるみ、損傷、

伝達装置の異

常 

2 必要の

都度 

温度上昇等を

考慮し回転子

引出掃除 

2 1年 接地抵抗測定 

   3 1年 制御装置点検       

4 1年 接地線接続部 

照明設備 1 1週

間 

異音、汚損、

不点 

1 1年 照明効果、汚

損、損傷、音

響、温度、コン

パウンド漏れ 

    1年 絶縁抵抗測定 

配線 1 1週

間 

開閉器の点検

湿気、塵埃等

に注意 

1 1年 開閉器、器具

の接続 

   1 1年 絶縁抵抗測定 

内

燃

力

発

電

所 

原

動

機 

燃料

系統 

1 1日 ガス漏れ点検 1 6ケ

月 

ストレーナ点

検 

1 1年 ガス遮断弁リ

ークテスト 

   

2 1日 ガス圧確認 2 6ケ

月 

レギュレータ差

圧調整 

2 1年 レギュレータ点

検 

   

   3 6ケ

月 

点火プラグ点

検・調整 

3 1年 キャブレター

点検 

   

      4 1年 電気回路の機

能 

   

潤滑

油系

統 

1 1日 オイルパン油

量 

1 6ケ

月 

潤滑油の状態 1 1年 分解部清掃又

は交換 

 

1 必要

の都

度 

油の性状分析 



2 1週

間 

その他 2 6ケ

月 

コシ器エレメン

ト点検 

2 1年 保安装置の動

作点検 

   

   3 1年 主要部点検       

往復

運動

部及び

クラン

ク軸 

1 1日 異音 1 2年 ピストン、クラ

ンク部分点検 

1 2年 分解部清掃、

整備(異常時交

換) 

 

 

1 必要

の都

度 

振動及び騒音の

測定 

冷却

水系

統 

1 1日 冷却水ポンプ 1 1年 主要部点検 1 2年 分解部清掃 1 必要

の都

度 

ポンプの分解内

部計測 

2 1日 水量点検、補

給 

2 2年 ポンプのベア

リング状態点

検 

2 必要の

都度 

ポンプのベア

リング(交換) 

   

3 1週

間 

その他       

調速

装置 

1 1週

間 

外観点検 1 1年 主要部点検 1 1年 分解部清掃、

調整、整備 

   

2 1週

間 

その他 2 6ケ

月 

潤滑油状態    

過給

機系

統 

1 1週

間 

エアーフィルタ

ー差圧確認 

1 1年 ホイール、シャ

フト回転具合

点検、調整 

      

2 1週

間 

その他    

始動

用空

気系

統 

1 1日 空気圧力の確

認 

1 1年 コンプレッサー

フィルター清

掃、オイル状

態 

1 6年 始動空気減圧

弁分解点検 

 

   

2 1週

間 

空気圧縮機の

油量 

      

発

電

機 

励磁

機・発

電機 

1 1日 異臭、過熱、

異音、振動 

1 6ケ

月 

各部のゆる

み、温度、異

音 

1 1年 軸受の点検、

手入れ 

 

1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1日 軸受温度その

他 

2 1年 制御装置の点

検 

2 1年 本体及び制御

盤内の清掃 

2 1年 継電器の性能試

験 



3 1日 発電機制御

盤、各計器指

示値 

3 1年 通風部の点検 3 1年 

 

保護装置の動

作点検 

3 必要

の都

度 

シーケンス試験 

非

常

用

予

備

発

電

設

備 

原動機 1 1 ケ

月 

燃料系統から

の漏油及び貯

溜 

1 1年 機関主要部分

の分解 

1 6年 

 

内燃機関の分

解 

 

 

 

  

2 1 ケ

月 

機関の始動停

止 

     

 

 

 

   

3 1 ケ

月 

始動用空気タ

ンクの圧力 

         

発電機   電動機その他

回転機と同じ 

  電動機その他

回転機と同じ 

  

 

電動機その他

回転機と同じ 

 

1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1年 接地抵抗測定 

3 1年 継電器試験 

太

陽

光

発

電

設

備 

太陽電池 1 1ケ

月 

各部の損傷、

腐食、発錆、

変形、汚損、

ゆるみ 

1 1年 各部の損傷、

腐食、発錆、

ゆるみ、変形、

きれつ、汚損 

   1 １年 絶縁抵抗測定 

2 1年 各ストリングの

電圧、バラツ

キ 

   2 1年 開放電圧測定 

パワーコン

ディショナ 

1 1ケ

月 

各部の損傷、

腐食、発錆、

変形、汚損、

音響、振動、

異臭 

1 1年 各部の損傷、

腐食、発錆、

ゆるみ、変形、

きれつ、汚損 

   1 1年 絶縁抵抗測定 

2 1ケ

月 

配線の異常、

ゆるみ 

2 1年 投入阻止時限

タイマー動作

試験 

   2 1年 接地抵抗測定 

3 1ケ

月 

表示状況、発

電状況 

3 1年 接地線接続部

点検 

      

 



別表第 3（第２０条関係） 

保 修 工 事 報 告 書 

     年   月   日天候   温度   ℃ 

          

          

 

工 事 件 名又

は 作 業 名 

  

停 止 時 間    月  日  時  分より   月  日  時  分まで 

機 械 名 及 容 量

相、型、屋内 外番

号、製造所その他 

機器名 

容 量 

  

型 式 

  
定 格

電 圧 

  
定 格

電 流 

  

相 数 
  製 造

年 月 

  製 造

番 号 

  製 造

社 名 

  

請 求 職 場 
  

作 業 記 事 

  

絶 縁 抵 抗

そ の 他 の 記 録測

定 器 名 

  

作 業 者 名 

( 社 内 社 外 ) 

  使 用 資 材 

(品 名 数 量 ) 

  

(注) 1 絶縁抵抗測定の場合は、使用メガ－の V 並びに前回測定の分と比較記入すること。 

   2 1 件名 1 葉のこと。記事は簡単明瞭とすること。 

 

 

 

 



別表第 4(第２０条関係) 

(1)             定期巡視点検測定記録 

(定期精密及び臨時の点検手入れ及び測定用) 

事 業 場 名 
  

電気主任技術者 印 

受 電 電 力 KW 受 電 電 圧 KV 立 合 者 
  

発 電 電 力 KW 最 大 電 圧 KV 測 定 者 
  

試 験 年 月 日    年   月   日天候   温度   ℃ 湿度   ％ 

受 電 用 し や 断 器  KV    A    MVA 
三 相 短 絡

容 量 
MVA 

配 電 線 路

構内電線路の別 

架空・地中・その他 電 気 方 式 相 線 

電 線 の種 類

太 さ 

  支 持 物 の

構 造 

  

地 中 電 線 の

布 設 方 式 

  保 護

継 電 器 

  

 

単線結線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔注 1〕 責任分界点以降の高圧回路、及び機器の定格、使用タップ番号等を記入すること。 

〔注 2〕 布設変更の場合には、変更部分を朱記すること。 

 



(2)           高 圧 関 係 絶 縁 抵 抗 測 定 

 

 

    年  月  日 天候   温度   ℃ 湿度   ％ 

試験使用機器    V メガ－    製造者名       型式     No. 

種 別 R ― E S ― E T ― E P ― S 結 果 種 別 R ― E S ― E T ― E P ― S 結 果 

                        

                        

                        

                        

                        

(注)種別欄は、機器、母線又は電線路等を記入する。 

(3)             絶 縁 耐 力 試 験 

 

     年   月   日 天候    温度    ℃ 湿度    ％ 

被 試 験

機 器 名 

最 大 使

用 電 圧 

試 験

電 圧 

電 圧 計

の 読 み 

励 磁

電 流 

漏 え い

電 流 

試 験

時 間 

結 果 

                

                

                

  試験回路接続部 

 

          最大使用電圧      変圧比 

   電圧計の読み＝(     V)×1.5×(
　　　V

　　　V
) 

            ＝ (     V) 

(4)         試 験 使 用 機 器 の 銘 板 記 載 事 項 

機 器 名 製 造 者 型 式 製造番号 定 格 備 考 

            

            

            

            

            

            

            
 



(5)               継 電 器 試 験 

 

     年   月   日 天候    温度    ℃ 湿度    ％ 

用 途 種 類 製造者名 型式 製造番号 整 定 値 最小動

作電流 

限 時 特 性 結 果 

タップ レバー 200％ 500％ 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

試験回路接続図 

 

(注)整定値は、試験時の値を記入すること。 

(6)               し ゃ 断 器 試 験 

 

     年   月   日 天候    温度    ℃ 湿度    ％ 

用 途 
ト リ ッ プ 機 構 

動 作 状 況 備 考 
最小動作電流 整定値 

          

          

          

          

  

(7)             制 御 関 係 動 作 試 験 

 

     年   月   日 天候    温度    ℃ 湿度    ％ 

種 別 動 作 状 況 備 考 種 別 動 作 状 況 備 考 

            

            

            

            

            
  



(8)           警 報 装 置 試 験 

 

     年   月   日 天候    温度    ℃ 湿度    ％ 

種 別 動 作 状 況 備 考 種 別 動 作 状 況 備 考 

            

            

            

            

            

            

            

(9)            表 示 装 置 試 験 

 

     年   月   日 天候    温度    ℃ 湿度    ％ 

種 別 動 作 状 況 備 考 種 別 動 作 状 況 備 考 

            

            

            

            

            

            

            

(10)            接 地 抵 抗 測 定 

 

     年   月   日 天候    温度    ℃ 湿度    ％ 

試験使用機器 種類      製造者名      型式        No. 

接 地 場 所 種 別 測定値 結 果 備 考 接 地 場 所 種 別 測定値 結 果 備 考 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

第 2 種接地抵抗許容値  (注) 電力会社に問合せの上記入すること。 

 



(11)                     内 燃 機 関 運 転 成 績 表 

日

付 

時 刻 

 

時 分 

発 電 機 内 燃 機 

負

荷
kW 

電

圧
Ｖ 

電 流 (A) 

力

率
％ 

周

波

数
Hz 

電

力

量
kWH 

温 度 (℃) 

回

転

数
rpm 

圧 力(kg/cm2) 冷却水温度 油 温 度 排 気

ガ ス

温 度 

(℃) 

過給機

出 口 

給

気

温

度

℃ 

燃
料
消
費
量 

排

気

色 

Ｒ

相 

Ｓ

相 

Ｔ

相 

電機子巻線

温 度 

軸受

温度 

潤

滑

油 

冷

却

水 

燃

料 

機 関 

(℃) 

潤滑油 (℃ )

冷 却 器 

ｕ

相 

ｖ

相 

ｗ

相 

直
結
側

 

反
直
結
側 

入

口 

出

口 

入

口 

出

口 
～ 

時 分 

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

備 考 



 (12)           低圧関係絶縁抵抗測定 

 

    年   月   日 天候   温度   ℃  湿度   ％ 

試 験
使用機器 

   V メガー      製造者名      型式     No. 

回路・機
器名 

電 圧 線間 大地間 結 果 
回路・機
器名 

電 圧 線間 大地間 結 果 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



自 家 用 発 電 所 運 転 半 期 報 

年度  期分 

 

事業者名                                       発電所名                            

原動力の種類     （内燃力）       （燃料の種類      ）       産業の種類                           

月別 
最大出力 変更出力 発電電力量 所内及び損

失電力量 

（kWh） 

電気事業者等への送電電力量（kWh） 特定供給電

力量 

自家消費電

力量 一般電気事業

者 

特定規模電気

事業者 
その他事業者 合 計 

（kW） （kW） （kWh） （kWh） （kWh） 

４月                 ＜  ＞     

５月                 ＜  ＞     

６月                 ＜  ＞     

７月                 ＜  ＞     

８月                 ＜  ＞     

９月                 ＜  ＞     

計               ＜  ＞     

10月                 ＜  ＞     

11月                 ＜  ＞     

12月                 ＜  ＞     

１月                 ＜  ＞     

２月                 ＜  ＞     

３月                 ＜  ＞     

計               ＜  ＞     

合 計               ＜  ＞     

 

出力変更の要因 

 

運転停止期間及び停止理由   

 

備考 １ 燃料の種類の欄には、火力発電に用いた燃料の種類を記載すること。 

２ 出力の変更等があった場合は､変更出力の欄に前月からの増減出力を記入するとともに､出力変更の要因の欄に新設､増設､廃止等を明記すること。 

３ ＜ ＞内には、電力の取引市場の開設・運営を目的とする事業を行う法人を通じた取引により送電した電力量を再掲すること。 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 



別表第 5（第２０条関係）  

日常巡視点検測定記録  

(日常の巡視点検手入及び測定用 ) 

(1) 日常巡視点検手入記録  

  年   月   日  天候   気温   ℃  湿度   ％     

時 刻  氏 名  記 事  作業原因  部 門  作 業 内 容 と記 事  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(注 ) 作業原因は、突発的軽故障、事前の事故防止等をいう。 

(2) 受電設備測定記録  

  年   月   日  天候   気温   ℃  湿度   ％     

  受 電 盤  盤  盤    

電 圧  

(KV) 

電 流  

(A) 

電 力  

(KW) 

電 力 量  

(KWh) 

電 流  

(A) 

電 力  

(KW) 

電 流  

(A) 

電 力  

(KW) 

温 度  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

備考  

(注 )  備考欄には、しや断器の開閉、主要機器の温度等日常の運用に関する記事を記載す

る。 

 



別表第 6（第２０条関係）  

電気事故報告書 (詳報 ) 

年   月   日  

事業者名             

件 名  
  

事 故 発 生 の 日 時  
  

天 候  
  

事 故 発 生 の 場 所  
  

事 故 発 生 の

電 気 工 作 物  

  
使用電圧  

  

事 故 の 状 況  
  

事 故 の 原 因  
  

保 護 装 置 の 種 類

及 び 動 作 の 適 否  

  

被 害 電 気 工 作 物

の 概 要  

  

他 に及 ぼした影響  
  

供 給 支 障 電 力 及

び 供 給 支 障 時 間  

  発 電 支 障 電 力 及

び 発 電 支 障 時 間  

  

復 旧 の 日 時  
  復 旧 に 資 す る 費

用  

  

事 故 再 発 の

防 止 対 策  

  

被 害 者  

所属  氏 名  性 別  年令  作業経験年数  被害の内容  

            

自 家 用 電 気 工 作

物 の 概 要  

業種  

  発電

電力  

  発電

電圧  

  

発電

電圧  

  受電

電圧  

  



別表第 7（第２０条関係）  

 

主 要 電 気 機 器 の 保 修 記 録  

機 器 名  製 造 者  型 式  製 造 年 月  定 格 容 量  保 修 記 録  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

(注 ) 1 主要機器とは、変圧器、しや断器、変成器、配電盤等をいう。 

   2 保修記録欄は、事故に対する事前及び事後措置 (例○年○月○日変圧器油の取替、○年○月○日しゃ断器のブッシング取替等 )



 

別表第8(第２２条関係)  

需要設備の構内 

湯島地区(東京都文京区湯島1―5―45) 

 


